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 誰が「協議の場」に参加するか（できるか）によって、構想の内容は大きく変化する。そこで、
合意形成のための協議の場への参加を巡る合意形成という「合意形成」の２階建て構造が発生す
る。この問題は医療に限られた事象ではなく、町内会のイベントに参加できる世帯の制限から、
憲法改正の手続きに関する論争まで、社会の合意形成の諸側面で往々にして発生する問題である。 
 このとき、協議の場の参加、あるいは協議の場における議論の進め方について、「正しい」方
法論は存在しない。むしろ、何のために協議の場を設けるのか、そしてその目的達成のために誰
の協力行動が必要なのか、あるいは誰の参加を権利として保障すべきなのか、といった視点で適
切な検討をする必要がある。 
 地域医療構想の「議論の場」の設計に関する現状の議論では、これら合意形成の理論的な視座
を念頭に置いた検討が不十分であるかのように見受けられるi。以下、議論の場の設計に必要な２
つの視点について概観する。 
 
 
視点１：構想によって決定する内容の実効性を担保するための参加 
 地域医療構想によって、誰の行動を誘導あるいは制限したいのかを整理する必要がある。構想
の制度には一定の実効力を持たせるための方法論が含まれるものの、技術官僚主導によるコマン
ド・アンド・コントロール手法による統治の限界はこれまでの研究や経験において示されている
ii。むしろ、構想によって行動を誘導あるいは制限される関係者が、構想に対して納得して自発
的に行動を変化させるような統治が、費用および実効性から考えても望ましいiii。 
 この視点から、各地域医療構想に参加すべき関係者を整理していく必要があるが、地域によっ
て医療に対する需要と供給の現状は大きく異なることから、過度な一般化は望ましくない。むし
ろ、協議の場の設置に先立ち、各都道府県の担当者が、構想の目的を整理したうえで、誰がその
ターゲットとなるのかを具体的に整理する必要がある。 
 その一つの方法論として、ステークホルダー分析が挙げられるiv。これまでの経緯等を踏まえ
て、どのような関係者がいるのかについて、具体名を挙げつつブレーンストーミングを行い、KJ
法などを用いて、関係者の類型を整理することができる。また、この分析を外部に委託し、関係
者に対する聞き取り調査を行い、さらに芋づる式に新たな関係者を特定していくことで、行政等
の特定の立場からではこれまで見えてこなかった関係者を特定することが可能となる。 
 
 
視点２：正統性のある未来社会の議論を可能とする一般市民等の参加 
 地域医療構想の目標年次が２０２５年であることを考慮すると、これから１０年後の地域にお
いて実現してほしい医療の姿を描きだすことも、地域医療構想の一つの目標となると考えられる。
このとき、実効力ばかりを重視して、現状の利害関係者を中心とした協議の場が設定されたとす
れば、現状肯定型の構想となることが予想されるv。また、構想の検討において「誰にとって望ま
しい姿を描くのか」は重要な論点である。このとき、現状の利害関係者にとって望ましい姿では
なく、むしろより広い意味で２０２５年の地域の住民たちが望ましいと感じられる医療の姿を描
くことが構想に期待されるべきだろう。よって、議論の場には、広範な地域住民の参加が保障さ
れるべきであるvi。 
 この視点での参加を期待される人々は、実効性という観点での参加の必要性は低いかもしれな
い。しかし、行政機関が策定する構想である以上、公益に資することがその至上命題であるのだ
から、２０２５年の望ましい姿の議論は、特定の関係者に限定せず、一般に広く開かれたもので
なければならないと判断できる。 
 



 
協議の場の設計に関する具体的な方法論 
 
 上記の通り、協議の場の設計については、大きく異なる２つの視点が存在し、いずれも重要な
視点である。しかし、これらの視点を両方満足させるような議論の場を設置することは不可能だ
と考えられる。 
 視点１については、いわゆるマルチステークホルダーの合意形成の方法論が有効であり、実効
性を重視した問題解決のための議論が求められるvii。 
 視点２については、いわゆる熟議やミニパブリクスの方法論、あるいはトランジションマネジ
メントの方法論が有効であり、無作為抽出で選ばれた住民などによって２０２５年の地域におけ
る医療の姿について、シナリオ等を用いて表現することが期待されるviii。順序としては、住民等
による未来社会に関する議論を先行させ、その姿を実現する方策を検討する場として、利害関係
者による問題解決のための協議を進めることが効率的かつ合理的だと考えられる。 
 協議の場において、「専門的知見」が必要であることは言うまでもない。しかし専門的知見を
有する者が自動的に決定する権利、参加する権利を獲得するわけではない。いかなる協議の場に
おいても、専門的知見を有する者はあくまで専門的知見を提供する役割に徹し、構想の内容につ
いて意見を述べたい者はあくまで利害を有する者としての立場を明らかにした上で参加するこ
とが期待されるix。協議の場の設計において、専門家と利害関係者という２つの役割を同一人物
が担うことで、専門的知見に関する疑義が生じたり、異なる専門的知見の正当性に関する論争に
時間を浪費したりして根拠に基づく構想立案の障壁とならないよう、留意する必要がある。 
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